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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人

自転車産業振興協会（JBPI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産

業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産

業規格である。これによって，JIS D 9115:2018 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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電動アシスト自転車 
Electric power assisted bicycles 

 
序文 

現在，電動アシスト自転車は，国・地域ごとに機能・構造・性能が大きく異なる製品が存在している。

この規格は，我が国における“電動アシスト自転車”の安全性及び利便性の確保を図るため，安全要求事

項，試験方法，設計における要求事項などを標準化することによって，利害関係者の相互理解を深めるこ

とを目的として改正した日本産業規格である。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS D 9111 の規定で分類される駆動補助装置付きのシティー車，スポーティー車，実用車

のうち，表 1 の主要寸法に適合するものについて規定する。 
 

表 1－駆動補助装置付きの各車種の主要寸法 

車種 スポーティー車 シティー車 実用車 
サドル最大高さ mm 635 以上 1 100 以下 
自転車の長さ mm 1 900 以下 
自転車の幅 mm 600 以下 
ハンドルの幅 mm 350 以上 600 以下 
車輪の径の呼び 12.5 以上 28 以下 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 8702-1 小形制御弁式鉛蓄電池－第 1 部：一般要求事項，機能特性及び試験方法 

JIS C 8702-3 小形制御弁式鉛蓄電池－第 3 部：電気機器への使用に際しての安全性 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 1 部：通則 

JIS C 9335-2-29 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第 2-29 部：バッテリチャージャの個別

要求事項 

JIS C 9502 自転車用灯火装置 

JIS C 60050-161 EMC に関する IEV 用語 

JIS C 60529 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード） 

JIS C 62133-2 ポータブル機器用二次電池の安全性－第 2 部：リチウム二次電池 


